
返還の考え方

企業A　交付5年奨励10年

企業B　交付3年奨励6年
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奨励金交付無(交付済み分全額返済)

返済額の計算

交付済み額x1/2

交付済み額x(10年-事業期間)/10

事業停止等の日 返済額の計算
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交
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対
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事業停止等の日

事業期間3年未満

事業期間3年超交付対象期間内

交付対象期間超奨励対象期間内

事業期間3年未満

奨
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間

1
年
目

奨励金交付無(交付済み分全額返済)

事業期間3年超交付対象期間内 交付済み額x1/2

交付対象期間超奨励対象期間内 交付済み額x(6年-事業期間)/6

1回目奨励金受領

2回目奨励金受領

3回目奨励金受領

4回目奨励金受領

5回目奨励金受領

事業停止①

事業開始から3年以内のため

交付額0円

事業停止②

事業開始から3年超かつ交付

対象期間内のため、交付済

み額の1/2を返還

事業停止③

交付対象期間超かつ奨励対

象期間内。事業期間7年(8年

目切り捨て)のため交付額の

(10年－7年)/10年=3/10を返還

1回目奨励金受領

2回目奨励金受領

3回目奨励金受領

事業停止①

事業開始から3年以内のため

交付額0円

事業停止②

事業開始から3年超かつ交付

対象期間内のため、交付済

み額の1/2を返還

事業停止③

交付対象期間超かつ奨励対

象期間内。事業期間5年(6年

目切り捨て)のため交付額の

(6年－5年)/6年=1/6を返還


